
阿賀野市条例第２号 

   阿賀野市監査委員条例の一部を改正する条例 

 阿賀野市監査委員条例（平成１６年阿賀野市条例第２８号）の一部を次のように改正

する。 

 第３条中「第２４３条の２」を「第２４３条の２の８第３項」に改める。 

 第８条及び第１０条中「平成１６年」の次に「阿賀野市」を加える。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 


